
令和８年１月 30 日 

 

株主各位 

 

東京都千代田区神田相生町１番地 

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 

代表取締役社長 井出 武美 

 

 

簡易株式交換公告 

 

当社は、令和７年 12 月 22 日付の会社法第 370 条及び当社定款第 25 条に基づく取締役会の

決議に替わる書面決議により、令和８年３月１日を効力発生日として、当社を株式交換完全

親会社、マックスバリュ関東株式会社（本店所在地：東京都江東区亀戸五丁目 30 番３）を株

式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議いたしましたので、公告いたします。 

 

この株式交換は、会社法第 796 条第２項に基づき、会社法第 795 条第１項に定める株主総会

の決議による株式交換契約の承認を受けずに行いますので、この株式交換に反対する株主様

は、本公告掲載の日から２週間以内に書面によりその旨をお申し出ください。 

 

以上 

 


